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診
療
の
受
付
対
応
パ
タ
ー
ン
は

診
療
の
受
付
対
応
パ
タ
ー
ン
は

７
月
末
以
降

７
月
末
以
降 

保
険
証
の
経
過
措
置
が
順
次
終
了

保
険
証
の
経
過
措
置
が
順
次
終
了

　

政
府
は
、
２
０
２
４
年
１２
月

２
日
を
も
っ
て
従
来
の
健
康
保

険
証
を
原
則
廃
止
。
そ
の
後
は

最
長
１
年
間
（
今
年
１２
月
１
日

ま
で
）
、
経
過
措
置
と
し
て
従

マ
イ
ナ
保
険
証
に
よ

マ
イ
ナ
保
険
証
に
よ

る
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格

る
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格

確
認
確
認

　

患
者
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
保
険
証
と
し
て
利
用
し
て

い
る
場
合
、
医
療
機
関
に
備
え

ら
れ
た
顔
認
証
カ
ー
ド
リ
ー
ダ

ー
等
に
よ
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資

格
確
認
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
資

格
情
報
を
取
得
す
る
こ
と
が
で

き
る
（
上
図
・
ケ
ー
ス
１
）
。

　

た
だ
し
マ
イ
ナ
カ
ー
ド
の
電

子
証
明
書
の
期
限
切
れ
や
暗
証

番
号
の
不
明
、
顔
認
証
の
失
敗

な
ど
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認

が
で
き
な
い
ケ
ー
ス
も
生
じ
う

る
。
そ
の
場
合
の
対
応
は
既
に

厚
労
省
よ
り
示
さ
れ
て
お
り
、

協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載

し
て
い
る
。

　

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
が
で

き
な
い
場
合
、
マ
イ
ナ
カ
ー
ド

と
と
も
に
「
資
格
情
報
の
お
知

ら
せ
」
ま
た
は
「
マ
イ
ナ
ポ
ー

タ
ル
の
資
格
情
報
画
面
」
を
併

せ
て
確
認
す
る（
ケ
ー
ス
２
）
。

　

患
者
が
い
ず
れ
に
も
対
応
で

き
な
い
場
合
、
過
去
の
受
診
で

請
求
に
必
要
な
資
格
情
報
を
把

握
し
て
い
れ
ば
、
〝
変
更
が
な

い
旨
の
患
者
へ
の
口
頭
確
認
〟

で
資
格
確
認
を
行
っ
た
こ
と
に

な
る
。
な
お
、
そ
う
し
た
対
応

も
で
き
な
い
初
診
患
者
な
ど
の

場
合
は
、
〝
全
額
自
費
〟
で
い

た
だ
く
か
、
「
被
保
険
者
資
格

申
立
書
」
に
よ
り
、
患
者
の
自

己
申
告
で
の
負
担
割
合
で
徴
収

す
る
こ
と
と
な
る
。
な
お
こ
の

申
立
書
も
マ
イ
ナ
カ
ー
ド
の
提

示
が
前
提
で
あ
る
こ
と
に
注
意

が
必
要
だ
（
ケ
ー
ス
３
）
。

【
紙
レ
セ
機
関
の
対
応
は
】

　

紙
レ
セ
プ
ト
請
求
の
医
療
機

関
に
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確

認
シ
ス
テ
ム
の
導
入
は
義
務
付

け
ら
れ
て
い
な
い
。
患
者
が
マ

イ
ナ
保
険
証
し
か
持
っ
て
こ
な

い
場
合
で
も
、
上
記
の
ケ
ー
ス

２
ま
た
は
ケ
ー
ス
３
で
対
応
で

き
る
た
め
、
高
額
な
機
器
の
導

入
は
必
ず
し
も
必
要
な
い
。
そ

れ
で
も
な
お
資
格
確
認
が
不
安

で
あ
れ
ば
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
な
ど
を
使

っ
た
資
格
確
認
の
「
簡
易
な
仕

組
み
（
資
格
確
認
限
定
型
）
」

を
準
備
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

た
だ
、
こ
れ
に
は
使
用
可
能

な
機
器
の
選
定
、
医
療
機
関
等

向
け
総
合
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
で

の
利
用
申
請
や
ア
プ
リ
の
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
お
よ
び
ア
ク
テ
ィ
ベ

ー
ト
の
設
定
な
ど
、
情
報
通
信

に
関
す
る
相
応
の
知
識
が
必
要

と
な
る
。
そ
の
た
め
対
応
す
る

と
き
に
は
、
信
頼
で
き
る
出
入

り
の
業
者
（
ベ
ン
ダ
ー
な
ど
）

や
知
人
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確

認
等
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
０
８

０
０-

０
８
０-

４
５
８
３

：

通

来
の
健
康
保
険
証
が
使
え
る
運

用
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
県
下

の
市
町
村
国
保
お
よ
び
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
に
お
け
る
従
来

保
険
証
の
有
効
期
限
は
今
年
７

月
末
ま
で
と
さ
れ
て
お
り
、
８

月
以
降
は
使
用
で
き
な
く
な

る
。

　

Ｉ
Ｔ
に
不
慣
れ
な
後
期
高
齢

者
に
は
、
資
格
確
認
書
を
全
員

に
発
行
す
る
対
応
を
１
年
間
行

う
な
ど
の
暫
定
的
な
運
用
も
行

わ
れ
る
が
、
８
千
４
０
０
万
人

い
る
マ
イ
ナ
保
険
証
保
有
者
の

う
ち
の
１
千
３
０
０
万
人
へ
の

対
応
に
限
ら
れ
、
約
７
千
万
人

が
今
年
１２
月
２
日
ま
で
に
順
次

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
と
な
る
保
険
証

な
ど
が
な
い
状
況
と
な
る
。

　

こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
改
め
て

医
療
機
関
の
受
付
で
の
対
応
を

整
理
す
る
。

書
」
が
職
権
交
付
さ
れ
る
。

　

資
格
確
認
書
に
は
被
保
険
者

番
号
や
有
効
期
限
等
が
記
載
さ

れ
て
お
り
、
従
来
の
健
康
保
険

証
と
扱
い
は
変
わ
ら
な
い
。

　

ま
た
マ
イ
ナ
保
険
証
は
電
子

証
明
書
の
有
効
期
限
が
切
れ
て

も
、
３
カ
月
間
は
そ
の
ま
ま
オ

ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
が
可
能

だ
。
更
新
し
な
い
ま
ま
３
カ
月

が
過
ぎ
る
と
、
そ
の
後
に
電
子

証
明
書
の
更
新
を
行
っ
た
と
し

て
も
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
を

行
う
た
め
に
は
保
険
証
登
録
を

や
り
直
す
必
要
が
あ
る
。
マ
イ

ナ
保
険
証
で
な
く
な
れ
ば
資
格

確
認
書
が
職
権
に
て
発
行
さ
れ

る
た
め
、
資
格
確
認
書
の
利
用

者
は
こ
れ
か
ら
増
え
て
い
く
可

能
性
が
あ
る
。

い
ず
れ
も
な
い
場
合

い
ず
れ
も
な
い
場
合

（
資
格
不
明
扱
い
）

（
資
格
不
明
扱
い
）

　

保
険
証
、
マ
イ
ナ
カ
ー
ド
、

資
格
確
認
書
の
い
ず
れ
も
提
示

が
な
い
場
合
は
、
保
険
資
格
を

確
認
で
き
な
い
た
め
、
患
者
に

は
い
っ
た
ん
全
額
を
支
払
っ
て

も
ら
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ

し
後
日
、
保
険
者
に
申
請
を
す

れ
ば
支
払
い
の
自
己
負
担
分
を

除
い
た
費
用
が
患
者
に
返
金
さ

れ
る
、
療
養
費
払
い
が
可
能
な

こ
と
を
患
者
に
説
明
さ
れ
た
い
。

【
医
療
機
関
の
対
策
は
】

　

受
付
現
場
に
お
い
て
混
乱
を

最
小
限
に
抑
え
る
た
め
、
事
前

の
職
員
研
修
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
の

整
備
が
重
要
だ
ろ
う
。

　

ま
た
患
者
に
は
、
資
格
確
認

書
の
申
請
や
資
格
情
報
の
お
知

ら
せ
の
準
備
に
つ
い
て
、
院
内

掲
示
や
声
が
け
等
で
丁
寧
に
周

知
す
る
必
要
が
あ
る
。
協
会
は
、

今
後
も
状
況
に
応
じ
た
ポ
ス
タ

ー
や
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
な
ど
を
提

供
し
て
い
く
考
え
だ
。

【
資
格
確
認
書
の
全
員
発
行
求
め

各
市
町
村
に
陳
情
提
出
】

　

健
康
保
険
証
の
廃
止
で
医
療

機
関
窓
口
等
で
の
ト
ラ
ブ
ル
が

見
込
ま
れ
る
中
、
医
療
情
報
部

は
マ
イ
ナ
保
険
証
保
有
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
国
保
の
加
入
者

全
員
に
資
格
確
認
書
の
発
行
を

求
め
る
陳
情
を
、
県
内
各
市
町

村
が
現
在
開
催
す
る
６
月
議
会

な
ど
に
提
出
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
に
当
該
陳
情
を
正

式
に
採
択
し
た
自
治
体
は
な
い

が
、
葉
山
町
と
南
足
柄
市
の
２

自
治
体
の
み
が
趣
旨
採
択
し

た
。
た
だ
し
趣
旨
採
択
と
い
う

決
定
に
実
効
性
は
な
い
。

　

他
県
の
状
況
を
見
る
と
、
東

京
都
の
渋
谷
区
、
世
田
谷
区
で

は
マ
イ
ナ
保
険
証
保
有
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
全
員
に
資
格
確

認
書
を
発
行
す
る
と
し
て
い
る
。

な
お
、
６
月
６
日
の
衆
院
厚
労

委
員
会
で
は
福
岡
厚
労
相
も

「
自
治
事
務
な
の
で
最
後
は
自

治
体
の
判
断
」
と
答
弁
し
て
い

る
。
マ
イ
ナ
受
付
が
不
安
な
国

保
加
入
者
に
は
、
ひ
と
ま
ず
資

格
確
認
書
を
申
請
い
た
だ
く
よ

う
医
療
機
関
側
か
ら
説
明
す
る

こ
と
も
、
今
後
の
ト
ラ
ブ
ル
を

未
然
に
防
ぐ
取
り
組
み
と
し
て

有
効
か
も
し
れ
な
い
。

　

ま
た
市
町
村
が
国
保
加
入
者

全
員
に
資
格
確
認
書
を
発
行
し

や
す
い
よ
う
す
べ
き
と
し
た
国

へ
の
意
見
書
提
出
を
求
め
る
陳

情
は
、
海
老
名
市
と
葉
山
町
が

採
択
、
国
に
提
出
し
て
い
る
。

話
無
料
）
な
ど
に
連
絡
、
活
用

さ
れ
た
い
。

資
格
確
認
書
（
紙
）

資
格
確
認
書
（
紙
）

に
よ
る
確
認

に
よ
る
確
認

　

マ
イ
ナ
カ
ー
ド
を
持
た
な

い
、
あ
る
い
は
保
険
証
利
用
登

録
を
行
っ
て
い
な
い
患
者
に
対

し
て
は
、
当
分
の
間
の
対
応
と

し
て
保
険
者
か
ら
「
資
格
確
認

マイナンバーカードをカードリーダーにかざす

患者には適切な自己負担分（3割分等）の支払いを求める

マイナンバーカードを
持っていない場合

確認できた場合
→問題なし

健康保険証
（～2025.12.1）

資格確認書

上記の方法で確認した被保険者番号
等を入力して、レセプト請求を行う

※ オンライン資格確認等システムから資格
情報をダウンロードしておくことで、事
後的に被保険者番号等の確認が可能

以下、①→②→③の順に可能な方法を選択してレセプト請求を行う

　① 患者からの聞き取りや過去の受診歴等から確認できた「現在」の被保険者番号等を入力する

　② オンライン資格確認における「資格（無効）」画面や過去の受診歴等から確認できた「過去」の被保険者番号等を入力する

　　　→ 資格無効の場合には喪失した「旧資格情報」で請求する

　③ 被保険者資格申立書に記入された患者の住所・連絡先等を摘要欄に記載の上、被保険者番号等は不詳として「7」を必要な桁数分入力する

　　　→ 資格情報なしの場合には「不詳レセプト」として請求をする

※ 追加で保険証の提示は不要
※ 電子証明書の有効期限後3カ月間は資格確認可

マイナ保険証

【初診】

被保険者資格申立書被保険者資格申立書

【再診】

過去の受診で請求
に必要な資格情報
を把握していれば
患者への口頭確認

（事後に確認）（事後に確認）

何らかの事情でオンライン資格確認を行えなかった場合何らかの事情でオンライン資格確認を行えなかった場合

マイナポータル画面マイナポータル画面
※ マイナポータルからダウンロード※ マイナポータルからダウンロード

したPDFファイルも可したPDFファイルも可

【患者が提示可能】

資格情報のお知らせ資格情報のお知らせ

※
追
加
で
保
険
証
の

※
追
加
で
保
険
証
の

提
示
は
不
要

提
示
は
不
要

保
険
料
収
入
を
増
や
し

医
療
財
源
確
保
を

自
民
党
・
浅
尾
慶
一
郎
議
員

　

６
月
１３
日
に
は
浅
尾
慶
一
郎

参
議
院
議
員
（
自
民
・
環
境
大

臣
）
が
、
「
医
療
・
社
会
保
障

を
巡
る
考
察
～
国
民
皆
保
険
を

維
持
す
る
た
め
に
す
べ
き
こ
と

～
」
を
テ
ー
マ
に
講
演
。
湯
浅

副
理
事
長
が
司
会
を
務
め
、
会

場
・
Ｗ
Ｅ
Ｂ
合
計
で
４６
名
の
参

加
が
あ
っ
た
。

　

浅
尾
氏
は
冒
頭
、
〝
一
議
員

と
し
て
の
見
解
〟
と
前
置
き
し

た
上
で
、
年
金
と
健
康
保
険
に

つ
い
て
比
較
。
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
（
年

金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政

法
人
）
の
運
用
が
４
年
間
で
１

５
０
兆
円
→
２
５
０
兆
円
と
好

調
で
あ
り
、
年
金
の
財
政
状
況

が
改
善
し
た
と
言
及
。
直
近
で

成
立
し
た
年
金
改
革
法
で
は
こ

の
運
用
益
を
充
て
る
と
し
た
。

一
方
医
療
保
険
で
は
、
厚
生
年

金
が
全
国
一
律
で
一
本
化
さ
れ

て
い
る
の
に
対
し
、
現
行
の
健

康
保
険
は
保
険
者
が
多
種
多
様

で
あ
る
こ
と
、
都
道
府
県
ご
と

で
保
険
料
率
が
異
な
る
こ
と
、

医
療
ア
ク
セ
ス
が
困
難
な
自
治

体
の
方
が
保
険
料
率
が
高
い
傾

向
に
あ
る
矛
盾
（
賃
金
が
低
い

傾
向
に
あ
り
医
療
財
源
を
よ
り

確
保
す
る
た
め
）
―
等
課
題
が

多
い
と
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
改
善
策
と
財
源
確

保
の
方
法
と
し
て
、
①
標
準
報

酬
月
額
の
上
限
を
撤
廃
し
、
払

え
る
人
（
高
額
所
得
者
）
か
ら

し
っ
か
り
保
険
料
を
徴
収
す

る
、
②
全
国
一
律
の
制
度
と
し

保
険
料
率
を
協
会
け
ん
ぽ
の
高

水
準
に
統
一
す
る
、
③
社
会
保

険
未
適
用
事
業
所
の
適
用
拡
大

―
を
挙
げ
た
。「
歳
入
庁
」を
創

設
す
る
こ
と
で
保
険
料
の〝
取

り
っ
ぱ
ぐ
れ
〟
を
な
く
し
、「
保

険
料
収
入
を
増
や
す
こ
と
で
皆

保
険
制
度
を
維
持
す
る
」
と
訴

え
た
。

　

ま
た
、
国
民
の
収
入
を
増
や

し
て
も
上
昇
す
る
医
療
費
に
対

応
で
き
な
い
時
が
く
る
か
も
し

れ
な
い
と
し
、
保
険
適
用
の
範

囲
の
再
検
討
を
提
案
。
高
額
薬

剤
を
中
心
に
事
実
上
の
混
合
診

療
を
広
げ
て
い
く
、
又
は
、
Ｏ

Ｔ
Ｃ
類
似
薬
の
保
険
適
用
範
囲

を
狭
め
て
い
く
な
ど
の
対
応
は

考
え
ら
れ
る
と
説
明
。
い
ず
れ

に
せ
よ
国
民
の
納
得
が
得
ら
れ

る
形
で
進
め
て
い
く
べ
き
で
あ

る
と
語
っ
た
。

矛
盾
を
改
善
し
、

公
平
な
制
度
を

　

結
び
に
浅
尾
氏
は
、
社
会
保

障
の
財
源
で
あ
る
年
金
制
度
や

社
会
保
険
制
度
に
つ
い
て
、
年

金
も
健
康
保
険
も
そ
れ
ぞ
れ
課

題
が
あ
る
と
し
た
上
で
、
現
状

の
課
題
を
解
消
し
て
い
く
こ
と

に
よ
っ
て
財
政
を
「
し
っ
か
り

と
で
き
る
」
と
言
及
。現
行
制
度

の
矛
盾
点
を
改
善
し
て
い
く
こ

と
も
重
要
で
あ
る
と
の
考
え
も

示
さ
れ
た
。

　

質
疑
応
答
で
は
、
診
療
報
酬

が
下
が
っ
て
お
り
医
療
機
関
の

経
営
状
況
が
悪
化
し
て
い
る
こ

と
や
歯
科
の
材
料
・
技
工
士
不

足
の
問
題
に
つ
い
て
質
問
・
要

望
が
上
が
り
、
浅
尾
氏
に
意
見

を
求
め
た
。
浅
尾
氏
は
財
源
を

作
る
努
力
を
し
、
公
平
な
制
度

を
作
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
述
べ
た
。

【
シ
リ
ー
ズ
時
局
講
演
会
】　

医
療
運
動
部
会
は
今
夏
の
参
議
院
選
挙
へ
、
時
局
講
演

会
を
開
催
し
た
。
現
職
の
国
会
議
員
を
招
き
、
医
療
・
社
会
保
障
に
つ
い
て
講
演
い

た
だ
い
た
。
詳
報
は
次
の
通
り
（
第
１
～
４
弾
は
６
月
２５
日
号
に
掲
載
）。
※
講
演

会
の
記
事
は
、各
政
党
及
び
講
師
に
可
否
を
確
認
し
た
上
で
掲
載
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ケース1

ケース2 ケース3
or

【患者がいずれにも
  対応できない場合】


